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令和７年第１回美郷町議会定例会会議録（第３日目） 

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年３月１０日（月曜日） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 
◎開会日時　　　　　令和７年３月１０日　　午前１０時００分　開会 
◎散会日時　　　　　令和７年３月１０日　　午前１１時１３分　散会 
 
◎出席議員（１０名） 
　　　　　１番　若杉　伸児君　　　　　　２番　早川　節夫君 

　　　　　３番　中田　武満君　　　　　　４番　兒玉　鋼士君 

５番　山本　文男君　　　　　　６番　中嶋奈良雄君 

７番　川村　嘉彦君　　　　　　８番　甲斐　秀徳君 
９番　川村　義幸君　　   　　 10 番　那須　富重君          　　　　　　　　 

 
◎欠席議員　　　　　　　　　な　し 
 
◎欠　　員　　　　　　　　　１１番　小路　文喜君 
 
◎事務局職員氏名　　　　　　事務局長　沖田　修一君　　　書記　川西ゆきみ君 
 
◎説明のための出席者職氏名 
　　　　町長　　　　　　田中　秀俊君　　　　副町長　　　　　藤本　　茂君 

教育長　　　　　大坪　隆昭君　　　　会計管理者　　　泉田　浩文君 
総務課長　　　　甲斐　武彦君　　　　税務課長　　　　川村　博昭君 

　　　　企画情報課長　　田村　　靖君　　　　町民生活課長　　黒田　和幸君 
　　　　健康福祉課長　　海野　勝弥君　　　　建設課長　　　　佐藤　文幸君 

　　　農林振興課長　　松下　文治君　　　　政策推進室長　　田常　浩二君　　　　　　　　　　

教育課長　　　　鎌田　次郎君　　　　地域包括医療局事務長　　田原　裕亮君　 
南郷地域課長　　田中　幸生君　　　　北郷地域課長　　長田　孝規君 

　　　　　　　　 
◎会議の経過　　　　　　　　　別紙のとおり 
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令和７年３月１０日

午前１０時開議

日程第1 議案 第9号 工事請負契約の変更について

質疑、討論、採決

日程第2 議案 第10号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する
条例

日程第3 議案 第11号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

一括質疑、一括討論、個別採決

日程第4 議案 第18号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整
理に関する条例の一部を改正する条例

質疑、討論、採決

日程第5 議案 第21号 令和６年度美郷町一般会計補正予算（第１０号）

質疑、討論、採決

日程第6 議案 第22号 令和６年度美郷町国民健康保険事業特別会計補正予算
（第４号）

日程第7 議案 第23号 令和６年度美郷町介護保険事業特別会計補正予算（第３
号）

日程第8 議案 第24号 令和６年度美郷町後期高齢者医療事業特別会計補正予算
（第２号）

日程第9 議案 第25号 令和６年度美郷町国民健康保険診療所事業特別会計補正
予算（第３号）

日程第10 議案 第26号 令和６年度美郷町国民健康保険病院事業会計補正予算
（第４号）

日程第11 議案 第27号 令和６年度美郷町簡易水道事業会計補正予算（第３号）

一括質疑、一括討論、個別採決

日程第12 議案 第4号 公の施設の指定管理者の指定について

日程第13 議案 第5号 公の施設の指定管理者の指定について

日程第14 議案 第6号 公の施設の指定管理者の指定について

日程第15 議案 第7号 公の施設の指定管理者の指定について

日程第16 議案 第8号 公の施設の指定管理者の指定について

日程第17 議案 第12号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

日程第18 議案 第13号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

令和７年第１回美郷町議会定例会
　　　　議事日程（第３）
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日程第19 議案 第14号 美郷町使用料徴収条例の一部を改正する条例

日程第20 議案 第15号 美郷町公の施設条例の一部を改正する条例

日程第21 議案 第16号 美郷町教職員住宅条例の一部を改正する条例

日程第22 議案 第17号 美郷町営賃貸住宅条例の一部を改正する条例

日程第23 議案 第19号 美郷町犯罪被害者等支援条例の一部を改正する条例

日程第24 議案 第20号 美郷町耳川出水災害危険区域に関する条例

日程第25 議案 第28号 令和７年度美郷町一般会計予算

日程第26 議案 第29号 令和７年度美郷町国民健康保険事業特別会計予算

日程第27 議案 第30号 令和７年度美郷町介護保険事業特別会計予算

日程第28 議案 第31号 令和７年度美郷町後期高齢者医療事業特別会計予算

日程第29 議案 第32号 令和７年度美郷町国民健康保険診療所事業特別会計予算

日程第30 議案 第33号 令和７年度美郷町国民健康保険病院事業会計予算

日程第31 議案 第34号 令和７年度美郷町簡易水道事業会計予算

日程第32 議案 第35号 令和７年度美郷町農業集落排水事業会計予算

総　　括　　質　　疑

予算等審査特別委員会設置

特　別　委　員　の　選　任

委　　員　　会　　付　　託

正　副　委　員　長　の　報　告
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令和７年３月１０日

午前１０時開議

追加日程第1 議案 第36号 工事請負契約の締結について

提案理由説明、質疑、討論、採決

令和７年第１回美郷町議会定例会

議事日程（第３の追加１）
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会 議 録  

令和７年３月１０日 

午前１０時００分開議 

 

 

【事務局長　沖田　修一】 

　「一同起立・礼」・・・おはようございます・・・御着席ください。 

 

【議長　那須　富重】 

　おはようございます。 

　本日もよろしくお願いいたします。 

　ただいまの出席議員は１０名であります。 

　これから、本日の会議を開きます。 

　本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程表のとおりであります。 

　上着を脱ぎたい方は脱ぐことを許します。 

　日程第１　議案第９号　工事請負契約の変更についてを議題とし、質疑を行いま

す。  
　質疑を許します。  
　質疑はありませんか。 

 
（　「なし」との声あり　）  

 
　質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

　これから、討論を行います。  
　討論はありませんか。  
 

（　「なし」との声あり　）  
 
　討論なしと認め、これで討論を終わります。  
　これから、議案第９号の採決を行います。  
　この採決は起立によって行います。  
　本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  
 

（　起立全員　）  
 
　起立全員であります。  
　したがいまして、議案第９号は、原案のとおり可決されました。  
　日程第２　議案第１０号　職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を 

　　　　　　　　　　　　　改正する条例 

　日程第３　議案第１１号　職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

　お諮りします。 

　議案第１０号から議案第１１号までの２件を一括して質疑を行いたいと思います。 

　これに御異議ございませんか。 
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（　「異議なし」との声あり　） 

 

　異議なしと認めます。 

　したがいまして、議案第１０号から議案第１１号までの２件は一括して質疑を行

うことに決定しました。 

　これから、２件は一括して質疑を行います。 

　質疑を許します。  
　質疑はありませんか。  
 

（　「なし」との声あり　）  
 
　質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

　お諮りいたします。  
　議案第１０号から議案第１１号までの２件を一括して討論を行いたいと思います。 
　これに御異議ありませんか。  
 

（　「異議なし」との声あり　） 

 
　異議なしと認めます。 

　したがいまして、２件を一括して討論を行うことに決定しました。 

　これから、２件を一括して討論を行います。  
　討論はありませんか。  
 

（　「なし」との声あり　）  
 
　討論なしと認め、これで討論を終わります。  
　これから、議案第１０号　職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正す

る条例の採決を行います。 

　この採決は起立によって行います。  
　本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  
 

（　起立全員　）  
 
　起立全員であります。  
　したがいまして、議案第１０号は原案のとおり可決されました。  
　続きまして、議案第１１号　職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条

例の採決を行います。 

　この採決は起立によって行います。  
　本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  
 

（　起立全員　）  
 
　起立全員であります。  
　したがいまして、議案第１１号は原案のとおり可決されました。  
　日程第４　議案第１８号　刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の
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整理に関する条例の一部を改正する条例を議題とし、質疑を行います。 

　質疑を許します。  
　質疑はありませんか。 

 
（　「なし」との声あり　）  

 
　質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

　これから、討論を行います。  
　討論はありませんか。  
 

（　「なし」との声あり　）  
 
　討論なしと認め、これで討論を終わります。  
　これから、議案第１８号の採決を行います。  
　この採決は起立によって行います。  
　本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  
 

（　起立全員　）  
 
　起立全員であります。  
　したがいまして、議案第１８号は、原案のとおり可決されました。  
　日程第５　議案第２１号　令和６年度美郷町一般会計補正予算（第１０号）を議

題とし、質疑を行います。  
　質疑を許します。  
　質疑はありませんか。  
 
【５番　山本　文男】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　５番、山本　文男　議員。 

 

【５番　山本　文男】 

　２点伺います。  
　説明資料の７ページのスカイロッジのブロワーと下の緊急支援原料材料費につい

て伺います。  
　まず、ブロワーのことです。充電式で結構な値段がついています。管理する方が

使うと思いますが、私も市木地蔵の清掃などでこの頃ブロワーを使うようになって、

その能力には驚いているところです。作業する方も清掃時間が大幅に短縮されると

思います。今、ブロワーもエンジン付きもあっていろいろあります。この充電式７

４，０００円のブロワーにたどり着いた理由をお伺いします。  
　それと災害復旧の緊急支援原材料費のことです。この工事をすることによって、

昨年に出された請願、鳥の巣の水田農業の用水対策を実施することで、今年の水稲

作付ができるようになるということでしょうか。お伺いします。  
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【北郷地域課長　長田　孝規】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　北郷地域課長。 

 

【北郷地域課長　長田　孝規】 

　今回の選定した機種につきましては、コンパクトなサイズで取り回しがよいとい

うところです。ロッジのデッキ、また屋根雨どいの落ち葉の吹き払いにエンジンブ

ロワーだとかなり重量があって大変というところもあり、この軽量タイプの充電式

のブロワーに選定したところであります。以上です。  
 
【建設課長　佐藤　文幸】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　佐藤建設課長。 

 

【建設課長　佐藤　文幸】 

　先ほどの農地農業施設災害復旧事業の緊急支援原材料費についてです。これは、

鳥の巣地区の用水路のための原材料支給であります。  
　現在、工事契約をしています。完成の目途がちょっと厳しいということで、地元

の用水路組合との協議調整によって、現在、３本のポリパイプが仮設してあります。

あと１本仮設をしないと、水の供給が少し厳しいということであります。３０メー

トルを１０本追加して、現地は４本のパイプになる予定です。以上です。  
 
【議長　那須　富重】 

　答弁が終わりました。 

 
【５番　山本　文男】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　５番、山本　文男　議員。 

 

【５番　山本　文男】 

　ブロワーの件ですが、こうしたものを購入するときは、予算を上げるときは、管

理者が希望する物と地域課でいろいろ機種をめぐってやり取りをしますか。そのこ

ともお聞かせください。  
　鳥の巣の件です。この原材料費用を支援することで、水稲作付は全部クリアでき

るのでしょうか。  
 
【北郷地域課長　長田　孝規】 

　議長。 
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【議長　那須　富重】 

　長田北郷地域課長。 

 

【北郷地域課長　長田　孝規】 

　その他いろいろな作業関係もですが、備品購入の際には指定管理者と協議を行っ

た上、必要であるかという判断は行います。  
　今回の機種選定、備品購入に当たりましては作業効率、維持管理の向上が図られ

るということで、町として備品を整備する必要があると判断したところであります。 
　以上です。  
 
【建設課長　佐藤　文幸】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　佐藤建設課長。 

 

【建設課長　佐藤　文幸】 

　地元の用水路組合との協議で、ハウスと早期水稲の作付、供給はできるという調

整をしております。以上です。  
 
【５番　山本　文男】 

　はい、分かりました。  
 

【議長　那須　富重】  
　ほかに質疑はありませんか。 

 

【４番　兒玉　鋼士】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　４番、兒玉　鋼士　議員。 

 

【４番　兒玉　鋼士】 

　６ページの繰越明許費の一番上の社会福祉でございます。住民税非課税世帯に臨

時給付金３，７５７万４，０００円が繰越しになっております。これはどういうこ

とでこうなったのか、説明をお願いいたします。 

 

【町民生活課長　黒田　和幸】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　黒田町民生活課長。 

 

【町民生活課長　黒田　和幸】 

　この繰越しにつきましては、１２月の国の補正予算で予算がついたものでござい
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ます。  
　うちの予算としましては、先に専決予算で２月に予算措置をした経緯がございま

す。それを３月までに執行はなかなか難しいという部分がございまして、繰越しと

いう手続を取らせていただいたところでございます。以上です。  
 
【４番　兒玉　鋼士】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　４番、兒玉　鋼士　議員。 

 

【４番　兒玉　鋼士】 

　分かりました。この住民税非課税世帯に国から給付していただくということで、

３月末までには執行できなかったという内容は分かりました。皆さん困っているの

で、なるべく早く支給してあげたらいいかなと思ったところでございます。  
　それともう一点、補正予算の中で関連です。  
　今年、委託料が補正予算の中で結構、減になっています。全部合わせますと７，

４２７万８，０００円ほど減になっております。ケーブルテレビや電算システムが

多いような。ケーブルテレビは工事費でございます。電算システムが１番多くなっ

ているようです。これは職員の皆様方が努力して委託料を減らしていただいたのか、

それとも当初の見込みがちょっと多かったのか、分かる人がいれば。全般的にあま

りにも委託料が多く減っているので、説明ができればよろしくお願いします。  
 
【企画情報課長　田村　靖】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　田村企画情報課長。 

 

【企画情報課長　田村　靖】 

　電算の委託料について、御説明申し上げます。  
　電算の改修委託料につきましては、毎年、発生します。予算編成の段階では、業

者もまだ国の主要書がしっかりと出てない段階で見積りをします。幾分、多めに積

算をする傾向がございます。執行する段階では、きちんと見積りを取って設計書を

作り、場合によっては入札ということになります。その関係で比較的大きな額が執

行残として残ってしまうということでございます。  
 
【４番　兒玉　鋼士】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　４番、兒玉　鋼士　議員。 

 

【４番　兒玉　鋼士】 

　それでも、７千何百万円は多いなという気もしました。これがもし職員の努力で
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委託料を減らしいるのならうれしいことだなと思ったところであります。また今、

課長が説明されたとおり、そのくらいの余計な予算は組んでおかないと、なかなか

足りなくなったらしようがないところもあるのかなと思いました。  
　しかし、少しちょっと全体的に見たときに大きいかなと思いました。合計７，４

００万円近くありますので、今後はなるべく修正していただくといいのかなと思い

ましたので、質問いたしました。以上、終わります。  
 
【議長　那須　富重】 

　ほかに質疑はありませんか。  
 

（　「なし」との声あり　）  
 
　質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

　これから、討論を行います。  
　討論はありませんか。  
 

（　「なし」との声あり　）  
 
　討論なしと認め、これで討論を終わります。  
　これから、議案第２１号の採決を行います。  
　この採決は起立によって行います。  
　本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  
 

（　起立全員　）  
 
　起立全員であります。  
　したがいまして、議案第２１号は、原案のとおり可決されました。  
　日程第　６　議案第２２号　令和６年度美郷町国民健康保険事業特別会計 

　　　　　　　　　　　　　　補正予算（第４号） 

　日程第　７　議案第２３号　令和６年度美郷町介護保険事業特別会計 

　　　　　　　　　　　　　　補正予算（第３号） 

　日程第　８　議案第２４号　令和６年度美郷町後期高齢者医療事業特別会計 

　　　　　　　　　　　　　　補正予算（第２号） 

　日程第　９　議案第２５号　令和６年度美郷町国民健康保険診療所事業特別会計 

　　　　　　　　　　　　　　補正予算（第３号） 

　日程第１０　議案第２６号　令和６年度美郷町国民健康保険病院事業会計 

　　　　　　　　　　　　　　補正予算（第４号） 

　日程第１１　議案第２７号　令和６年度美郷町簡易水道事業会計 

　　　　　　　　　　　　　　補正予算（第３号） 

　お諮りいたします。  
　議案第２２号から議案第２７号までの６件を一括して質疑を行いたいと思います。 
　これに御異議ございませんか。 

 

（　「異議なし」との声あり　） 
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　異議なしと認めます。  
　したがいまして、６件は一括して質疑を行うことに決定しました。  
　これから６件は一括して質疑を行います。  
　質疑を許します。  
　質疑はありませんか。  
 

（　「なし」との声あり　） 

 

　質疑なしと認め、これで質疑を終わります。  
　お諮りします。  
　議案第２２号から議案第２７号までの６件を一括してこれから討論を行います。  
　これに御異議ございませんか。  
 

（　「異議なし」との声あり　） 

 

　異議なしと認めます。  
　したがいまして、６件を一括して討論を行うことに決定しました。  
　これから６件を一括して討論を行います  
　討論はありませんか。  
 

（　「なし」との声あり　） 

 

　討論なしと認め、これで討論を終わります。  
　これから議案第２２号　令和６年度美郷町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第４号）の採決を行います。  
　この採決は起立によって行います。  
　本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  
 

（　起立全員　）  
 
　起立全員であります。  
　したがいまして、議案第２２号は原案のとおり可決されました。  
　続きまして、議案第２３号　令和６年度美郷町介護保険事業特別会計補正予算（第

３号）の採決を行います。  
　この採決は起立によって行います。  
　本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  
 

（　起立全員　）  
 
　起立全員であります。  
　したがいまして、議案第２３号は原案のとおり可決されました。  
　続きまして、議案第２４号　令和６年度美郷町後期高齢者医療事業特別会計補正

予算（第２号）の採決を行います。  
　この採決は起立によって行います。  
　本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  
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（　起立全員　）  
 
　起立全員であります。  
　したがいまして、議案第２４号は原案のとおり可決されました。  
　続きまして、議案第２５号　令和６年度美郷町国民健康保険診療所事業特別会計

補正予算（第３号）の採決を行います。  
　この採決は起立によって行います。  
　本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  
 

（　起立全員　）  
 
　起立全員であります。  
　したがいまして、議案第２５号は原案のとおり可決されました。  
　続きまして、議案第２６号　令和６年度美郷町国民健康保険病院事業会計補正予

算（第４号）の採決を行います。  
　この採決は起立によって行います。  
　本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  
 

（　起立全員　）  
 
　起立全員であります。  
　したがいまして、議案第２６号は原案のとおり可決されました。  
　続きまして、議案第２７号　令和６年度美郷町簡易水道事業会計補正予算（第３

号）の採決を行います。  
　この採決は起立によって行います。  
　本案は原案のとおりする決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  
 

（　起立全員　）  
 
　起立全員であります。  
　したがいまして、議案第２７号は原案のとおり可決されました。  
　日程第１２　議案第　４号　公の施設の指定管理者の指定について  
　日程第１３　議案第　５号　公の施設の指定管理者の指定について  
　日程第１４　議案第　６号　公の施設の指定管理者の指定について  
　日程第１５　議案第　７号　公の施設の指定管理者の指定について  
　日程第１６　議案第　８号　公の施設の指定管理者の指定について  
　日程第１７　議案第１２号　一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する  
　　　　　　　　　　　　　　条例  
　日程第１８　議案第１３号　職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する  
　　　　　　　　　　　　　　条例  
　日程第１９　議案第１４号　美郷町使用料徴収条例の一部を改正する条例  
　日程第２０　議案第１５号　美郷町公の施設条例の一部を改正する条例  
　日程第２１　議案第１６号　美郷町教職員住宅条例の一部を改正する条例  
　日程第２２　議案第１７号　美郷町営賃貸住宅条例の一部を改正する条例  
　日程第２３　議案第１９号　美郷町犯罪被害者等支援条例の一部を改正する条例  
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　日程第２４　議案第２０号　美郷町耳川出水災害危険区域に関する条例  
　日程第２５　議案第２８号　令和７年度美郷町一般会計予算  
　日程第２６　議案第２９号　令和７年度美郷町国民健康保険事業特別会計予算  
　日程第２７　議案第３０号　令和７年度美郷町介護保険事業特別会計予算  
　日程第２８　議案第３１号　令和７年度美郷町後期高齢者医療事業特別会計予算  
　日程第２９　議案第３２号　令和７年度美郷町国民健康保険診療所事業  
　　　　　　　　　　　　　　特別会計予算  
　日程第３０　議案第３３号　令和７年度美郷町国民健康保険病院事業会計予算  
　日程第３１　議案第３４号　令和７年度美郷町簡易水道事業会計予算  
　日程第３２　議案第３５号　令和７年度美郷町農業集落排水事業会計予算  
 
　議案第４号から議案第８号、議案第１２号から議案第１７号、議案第１９号、議

案第２０号、議案第２８号から議案第３５号までの２１件を一括議題とし、町長に

対する総括質疑としたいと思います。  
　これに御異議ございませんか。  
 

（　「異議なし」との声あり　） 

 

　異議なしと認めます。  
　したがいまして、２１件は、町長に対する総括質疑とします。  
　これから町長に対する総括質疑を行います。  
　通告順に質疑を行います。  
　通告順に質疑を許します。  
　まず最初に、山本　文雄　議員の質疑を許します。  
 
【５番　山本　文男】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　５番、山本　文男　議員。 

 

【５番　山本　文男】 

　２問をお伺いします。  
　まず１問目は、下水道管についてお伺いします。  
　全国で道路の陥没事故が相次いでおり、県内幾つかの自治体が点検を行っている

ようです。本町での下水道管の点検の予定についてお伺いします。  
 
【町長　田中　秀俊】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　下水道管の点検等々についてという話でございます。国は埼玉県八潮市の事故を
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受けまして、晴天時１日最大処理量３０万㎥以上の大規模な下水道処理場に接続す

る口径２，０００㎜、２ｍ以上の下水道管路について緊急点検を実施するように要

請がされました。  
　本町はそのような大規模な施設はなく、農業集落排水施設であり、最大口径２０

０㎜、２０㎝の施設であります。  
　本町の施設について、国の指示による点検の義務はありませんが、農林水産省の

所管事業である農業集落排水施設についても、排水管路の腐食や破損等による陥没

事案の報告・調査があり、本町においての陥没事案はない旨を報告したところであ

ります。  
　本町におきましても、この事故により管路上の路面点検を実施しました。異常は

ないことを確認しており、最大口径２００㎜でありますので、管路が損傷したこと

による大規模な事故等はないものと予想されるところであります。  
　さらに、マンホールポンプ槽、中継ポンプ箇所については毎月、点検を実施して

おります。  
　農業集落排水施設が６施設あります。管路総延長が４７．５㎞と延長距離が長い

ため、全てを点検するとなるとその点検内容次第によっては莫大な費用が必要とな

るため、内容を精査した上で計画的に取り組む必要があると考えているところでは

あります。以上です。  
 
【議長　那須　富重】 

　答弁が終わりました。  
 
【５番　山本　文男】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　５番、山本　文男　議員。 

 

【５番　山本　文男】 

　今後とも注意を怠らないようにしていただきたいと思います。  
　続きまして、来年度からの町の診療体制についてお伺いします。  
　派遣医師が１名減ることによって、そのしわ寄せは北郷診療所に出ているようで

す。診療体制の内容を見ると、南郷診療所に比べてかなりの格差があるように思い

ます。北郷の住民の方にも伺いましたが、皆さん、驚いておられるようです。  
　今現在、西郷病院に通院されていた高齢の方が、免許証を返納して、また北郷診

療所に戻ってこられることも若干増えていると聞いております。  
　北郷診療所は金曜日が休診となるようです。その金曜日に診療はできないものか、

お伺いします。  
 
【町長　田中　秀俊】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長。 
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【町長　田中　秀俊】 

　議員皆さんと福祉保健部に行って医師の確保ということで再三、お願いしてきた

ところであります。  
　また、自分１人のときに時間があれば部長に会って「どうにかお願いします」と

いう要望等を行ってきましたが、５名から１名減になったということで本当に残念

な話であります。  
　この人数で、現在の美郷町の医療提供体制を維持していくために検討した結果が、

今回お示しした診療体制であります。  
　北郷診療所については、金曜日が休診となり御不便をおかけすることとなります。

これまで金曜日に定期受診をされていた患者様には、月曜日から木曜日に受診日を

振り替えていただくことで対応をさせていただきます。  
　また火曜日については、これまで南郷診療所に派遣いただいていた古賀総合病院

の内科医師を北郷診療所に派遣いただくということで調整をさせていただきました。 
　金曜日の診療支援については、相手方との調整を行う中でのこのような配置とな

ったことを御理解をいただきたいと思うところであります。  
　なお、北郷診療所と南郷診療所は同じ診療所ではあるものの、その成り立ちや経

緯には違いがございます。北郷診療所は１名による診療所として主に定期健診や慢

性疾患の外来患者を診察する体制でございました。  
　一方で、南郷診療所は入院や救急機能を有した有床の診療所であったことから、

現在でも複数の医師が診察をする環境を有しております。  
　それぞれの診療所の成り立ちも含め、それぞれの診療所が有する役割と機能に違

いがあることから、診療体制や診療支援を受け入れる体制も違っていることを御理

解いただきたいと思っております。  
　先月の区長会で、前区長に美郷町の医療提供体制という御説明をさせていただき

ました。そのとき、１人の区長さんから「何で５名から４名になったのか」という

質問だけでありました。北郷診療所の診療日については、意見が出なかったという

認識をしております。いずれにせよ今後とも皆さんと共に、この５人から４人にな

ったことは非常に医療提供体制に影響を与えていることを鑑みても、積極的に要望

活動をしていきたいと思っております。  
　５名が４名、４名が３名、３名が２名となったときに、本町の医療体制はどうな

るのかということも想定しながらやっていく必要があると思っております。  
　定着医を５名抱えられるかという話になると、とてもではないけど難しいという

ことであります。皆様方の知恵を借りながら要望活動を展開しながら、１０年後の

医療提供体制は盤石なものにしたいという気持ちを持って、１国保病院、２つの診

療所体制をしっかりと構築していく、維持していくのが私たちの務めかなと思うと

ころであります。以上であります。  
 
【議長　那須　富重】 

　答弁が終わりました。  
 
【５番　山本　文男】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　５番、山本　文男　議員。 
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【５番　山本　文男】 

　南郷と北郷の診療所の格差については、やはり疑問が残ります。南郷診療所の医

師が終日勤務されていて、北郷は午前中だけと。  
　そして診療支援ですが、徐々に格差が出てきているように感じます。実際、診療

支援も南郷が増えていると思います。来年度は古賀内科が入ってくるようですが、

南郷診療所にこんなに診療支援が多いのか、理由をお聞かせください。  
 
【町長　田中　秀俊】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　診療支援の中身までは詳細には承知しておりません。北郷診療所に何があって何

がないのか、また逆に南郷診療所に何があって何がないのかという中で格差という

話だと思っております。  
　その流れの中で、そういう診療体制をつくったということでございます。その格

差という部分が、非常に問題だということだと思っております。  
　その中身については、医療局長が分かれば、その格差というか、どういうものが

あってどういうものがないと説明していただきたいと思います。  
　格差というと非常に言葉尻といいますか、非常に難しい部分があります。格差を

なくすようにどうするかという話であります。先に言いましたように、今後の体制

として、みんなで頑張るしかない。そういう先生を定着医として探し、また県に、

その医療体制の充実について要望していく必要があると考えております。  
　格差というか、その部分をなくすような努力をしていく必要があると思っており

ます。議員の皆様、そして町民の皆様の御理解をいただきたいと思うところであり

ます。その中身について分かれば、説明をさせていただきます。  
 
【地域包括医療事務局長　田原　裕亮】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　田原地域包括医療事務局長。 

 

【地域包括医療事務局長　田原　裕亮】 

　現在の診療支援の内容について、少し御説明いたします。実際支援をいただいて

いる医療機関につきましては、古賀総合病院、それから、宮崎市の慶明会記念病院、

そして日向市の千代田病院、この３つの医療機関になります。  
　令和２年度の医療提供体制の変更の際に、それぞれ診療支援が始まったというこ

とです。南郷診療所の診療支援が増えたという実績は、実際としてはないというこ

とで。令和２年度から引き続き、同じ体制の支援をいただいている、変わりはない

かと思っております。  
　こちらの３つの病院については、社会医療法人という資格を有した医療機関でご

ざいます。社会医療法人の要件の中に、僻地の診療所の支援を行うということが盛
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り込まれております。その要件の中で、診療所の支援をいただくということでスタ

ートした体制でございます。  
　今回は古賀総合病院の内科を北郷に振り替えていただくことで調整をさせていた

だいたようなことでございます。以上です。  
 
【議長　那須　富重】 

　答弁が終わりました。  
 
【５番　山本　文男】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　５番、山本　文男　議員。 

 

【５番　山本　文男】 

　令和２年度から診療支援の体制は変わっていないということでした。金曜日の皮

膚科、古賀皮膚科と千代田皮膚科もそのときからあったのでしょうか。それをお伺

いします。  
 
【地域包括医療事務局長　田原　裕亮】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　地域包括医療事務局長。 

 

【地域包括医療事務局長　田原　裕亮】 

　御指摘の診療科目については、年度ごとに若干の変更をさせていただいており、

皮膚科については令和７年度、新たに科目として加わるという形にはなります。  
　ですが、社会医療法人から診療所に支援をいただく日数が年間５３日と、固定さ

れて決まっております。その５３日の中で診療科目を年度ごとに見直しております

ので、このような形になったということでございます。  
 
【議長　那須　富重】 

　それでは２番目に、２番の早川　節夫　議員の質疑を許します。  
 
【２番　早川　節夫】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　２番、早川　節夫　議員。 

 

【２番　早川　節夫】 

　令和７年度施政方針の冒頭に、町長は、「美郷町は私たち町民にとっても、また地

域を離れている方々にとっても、ここが故郷です。私は過疎の半世紀を頑張り抜い

た地域が、やがて新しい夜明けを迎える時代が必ず到来すると信じている」と述べ
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ておられます。  
　果たしてそうなのかなと思っております。現在、美郷町は人口減少の真っただ中

です。この現象はなかなか歯止めがきくものではありません。こんな中で、町はい

ろいろな政策を講じ、対応しようと努めておられます。  
　例えば、空き家を利用した移住定住であり、承継事業もその１つかなと思ってお

ります。他にもたくさんの補助や助成を行いながら、頑張っておられます。  
　しかし、それだけでは新しい夜明けは来ないのかなと思っております。先ほど、

見送りとなりました旧田代小学校を利用した栗加工場の事業は、今の美郷町には本

当に必要なものではなかったのかなと思っているところです。この事業は、令和元

年から計画され、一度、廃案になり、それから３年、４年、担当課の方々は指摘事

項を見直し改善し臨んだだけに、廃案は残念ではなかったのかなと思っているとこ

ろです。私も残念でなりません。  
　また、町長をはじめ担当職員の皆さんにお願いがございます。  
　これから先もこうした大きい事業を計画し、魅力のある職場をつくっていくこと

が美郷町には必要であると考えます。働ける場を少しでも多くつくり、地域を離れ

ていく若者を減らし、一度、美郷を離れた方々がまた戻ってきたい、また人が多く

集まる、町外から多くの人が集まるまちづくりをすることが今求められていると思

います。  
　町長はどう思われておりますか。考えまたは思いを伺いたいと思います。  
 
【町長　田中　秀俊】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　施政方針に、議員がおっしゃるように過疎の半世紀を頑張り抜いたと出しており

ます。これは私の信じるところ、何かがないとやっていけないと。やはりそういう

世の中が来てほしいという１つの願望の表れであります。何かにすがりたいという

気持ちの中で、こういう表現を使わせていただきました。  
　議員がおっしゃるように、いろいろな形でよく諸葛孔明の「座して死を待つより

は、出て活路を見出さん」と。結局このことだと思います。  
　今後いろいろな形で、やはり全ての町、美郷町をそういう町にしていくがために

は、やはり一歩一歩を踏み出していくと。それも力強くやっていく必要があるかな

と思っております。  
　今後いろいろな計画をしたときに、議員さん、そしてまた町民の皆様にしっかり

と丁寧に説明をしながらやっていくとことだと思っております。そのことが起爆剤

となり、若者のＵターンや事業承継になって町の活性化につながるものだと思って

おります。  
　先だっての拠点施設づくり事業ですが、これもそういう意味の一つであります。  
　今後どうなるか私自身は未定です。先々において、いろいろな環境が変われば、

町長含めて環境が変わっていけば、また新たな考え方の中で美郷町をという部分が

出てくるかもしれません。その時その時の立場に応じて皆さんとともに頑張ってい

ただければいいかなと思うところであります。  
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　ただ、大切なのはしっかりと意見交換する中で、是々非々ですが、感覚として、

手を引っ張る時代じゃなかろうかと思うところであります。以上でございます。  
 
【議長　那須　富重】 

　答弁が終わりました。  
 
【２番　早川　節夫】 

　議長。  
 
【議長　那須　富重】 

　２番、早川　節夫　議員。  
 
【２番　早川　節夫】 

　前回の件があったことによって、担当課職員の皆さんが足踏みをするのではない

かと心配もございましたので、質問させていただきました。ぜひどんどん、いいも

のはいいと取り組んでいただきたいなと思っております。以上です。  
 
【議長　那須　富重】 

　これで早川議員の質問を終わります。  
　次に、８番、甲斐　秀典　議員の質疑を許可します。  
 
【８番　甲斐　秀徳】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　８番、甲斐　秀徳　議員。 

 

【８番　甲斐　秀徳】 

　２問ほど質問したいと思います。  
　まず最初に、町長の施政方針の農林業の振興についてであります。  
　現在の林業は、機械化も進み伐採・搬出も早く、また様々な問題も多くあると思

います。伐採後の再造林であります。知事を筆頭に日本一を目指して伐採後の再造

林を目指しております。実際はどのような現状なのか、林業従事者が今の段階では

不足がないのかをお伺いしたいと思います。  
　その後、地ごしらえ作業班が１本１本手で植えていかなければなりません。人手

を要します。まずその杉の苗の供給は間に合っているのかもお伺いします。  
　続きまして、親の代に植えた杉を子供が伐採するとなると、地権者の名義が変わ

っていないと伐採業者から聞きます。子供の世代の登記はスムーズに行われている

のかをお伺いしたいと思います。  
 
【町長　田中　秀俊】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長。 
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【町長　田中　秀俊】 

　議員から再造林と苗、それと登記関係という３つの質問がありました。  
　最初の再造林ですが、ウッドショックを背景に全国的に令和２年から３年にかけ、

国産材の需要が高まり皆伐箇所、面積とも大きく増加をしております。美郷町でも

同様の状況が見られております。  
　伐採後の再造林は、ほとんどを耳川広域森林組合が行っております。ここ１、２

年の間は、伐採面積がかなり増加しております。昨年から造林が間に合っていない

状況のようでございます。これはウッドショックによる材価高騰により町外の素材

生産業者が多く参入し、皆伐面積が増加したことが大きな要因と考えられます。  
　耳川広域森林組合としましては、造林・植栽年度の調整を行う対策を講じている

とのことです。また、作業員確保の対策も積極的に行っております。ウッドショッ

クも落着きを取り戻した令和５年あたりから、伐採届の件数、面積も下降気味であ

ります。今年度は、皆伐面積と再造林面積は同等の数値になるのではないかと推測

をしております。  
　杉苗につきましては、宮崎県内の生産者が増加したこと、また、省力低コスト造

林の導入により、これまで１ ha 当たりの植栽本数２，５００本が２，０００本以下

となったために苗木の供給には問題なく対応できております。  
　登記関係であります。農地及び山林につきましては、農地法及び森林法によりそ

の土地の所有者となった場合、農地は農業委員会へ、山林は市町村長へ届けるよう

規定されております。年間の受付件数は、多くありません。所有権移転登記は完了

しているものの、同法の認識不足、また周知不足で未届けとなっていることも考え

られます。農林振興課では、その実態を把握することはできておりません。  
　また、令和６年４月１日より相続登記の申請が義務化されましたが、どれほどの

相続登記がなされているかは把握しておりません。相続登記には申請や準備に手間

がかかり、また過去数世代に遡るとなると手続が大変複雑になります。義務化にな

ったとはいえ、相続登記はスムーズに行われていない現状だと推測をしております。

以上です。  
 
【８番　甲斐　秀徳】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　８番、甲斐　秀徳　議員。 

 

【８番　甲斐　秀徳】 

　林業は当町にとっても大変な仕事ですので、頑張っていただきたいと思っており

ます。苗も２，５００本が２，０００本ぐらいになり、ある程度間に合っていると

思います。  
　登記も今後、スムーズに行われるよう御指導をお願いしたい思っています。  

杉の苗は従来の苗が多いのか、ポット苗が多いのか、比率的にはどうなのか。１

点だけお伺いします。  
 
【町長　田中　秀俊】 

　議長。 
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【議長　那須　富重】 

　町長。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　そこは課長に答弁させてもよろしいでしょうか。  
 
【農林振興課長　松下　文治】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　松下農林振興課長。 

 

【農林振興課長　松下　文治】 

　杉苗については、コンテナ苗と普通の苗があり、比率については把握はしており

ません。  
　ただ、昨年１２月２６日に行われました令和６年度宮崎県林業用種苗需給連絡協

議会の生産者の方から、「近年はコンテナ苗の割合が増えている。本県は昔から路地

苗などを作ってきた経緯があり、コンテナ苗は増えているが伸び率は低迷」という

意見をいただいているようでございます。  
　苗自体はコンテナ苗も今、どんどん生産されています。どうしても現場内での作

業で重いということがあり、まだなかなか普及には至っていないということです。  
　ただ、苗の改良も進んでいますので、今後はコンテナ苗が主流になってくるので

はないかなと考えているところでございます。以上でございます。  
 
【８番　甲斐　秀徳】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　８番、甲斐　秀徳　議員。 

 

【８番　甲斐　秀徳】 

　町には、県林業センターもあります。そのことを踏まえてコミュニケーションを

よくしていただいて、生産性を上げていただければ非常にありがたいと思っており

ます。  
　続きまして、一般会計について質問したいと思います。  
　総務課財政担当をはじめ各課の担当者の皆さんの成果もあり、総括収入を見ても、

昨年より４億４，７００万円ほど減額予算を組んでおります。地方交付税は１億１，

４００万円ほど伸びております。  
　一方、国庫支出金、県支出金を合わせて６億８，２００万円の減額となっており

ます。ほとんどは災害関係だろうとは思いますが、この理由について、説明をお願

いしたいと思います。  
　続きまして、町内の固定資産税が昨年に比べると２，２００万円程度減額となっ

ています。九電関係であろうと思いますが、その減額となった理由を教えていただ

きたいと思っております。  
　それから総括支出では、災害復旧費が８億５，７００万円ほど大幅減となってお
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ります。今も災害の入札が行われておりますが、災害復旧工事が大部分が終了した

と理解してよろしいか、お伺いしたいと思います。よろしくお願いします。  
 
【町長　田中　秀俊】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　最初の一般会計の歳入額が４億４，７８０万円減額をしているがという話であり

ます。  
　国庫支出金及び県支出金の減額の理由につきましては、災害復旧費の減額に伴う

もので、災害復旧費国庫負担金が４億２，８５９万５，０００円の減額、災害復旧

費県補助金が４億６９４万円の減額となったことが主な要因であります。  
　当初予算には現時点で見込まれる金額を計上しております。今後の事業の進捗や

国・県の予算措置などの状況も踏まえながら、また補正予算等において適切に対応

していくつもりでございます。  
　固定資産が減っているという話であります。固定資産税２，２５５万８，０００

円の減額となった主な理由につきましては、電力会社２社の税額減少を見込んだこ

とによるものです。  
　電力会社におきましては、１つが令和４年度に大規模ケーブル幹線、日向幹線で

あります。それを整備され、多くの償却資産を取得したことに伴いまして、令和５

年度の固定資産税額は令和４年度対比で約１億５，０００万円、約１４１％の大幅

な増となりましたが、令和６年度の固定資産税額は令和５年度対比で約２，３００

万円の減となる見込みであります。  
　なお、令和５年度決算額における電力会社の固定資産税額は町税の５８％、固定

資産税にあっては約７４％を占めているということであります。  
　これは大規模償却資産で、年々減っていくということであります。また令和８年

度も償却され、固定資産税は減ると単純に考えてもいいのかなと思うところであり

ます。  
　今度は、害復旧費が大幅に減になっており、終了したと理解していいかというこ

とについてであります。  
　先月末現在で令和３年災害、令和４年災害、２３１か所のうち１９８か所、令和

５年災害９３か所のうち５０か所、令和６年災害１０７か所のうち４か所の災害復

旧工事の完成のが見込まれております。  
　そのため令和７年度の当初予算で計上している過年発生分の災害事業費が令和６

年度の当初予算と比較すると低くなっております。  
　また、令和６年度の予算ですが、災害復旧費を繰り越しております。  
　その繰越明許費が、２６億８，０００万円ぐらいです。そのうち災害が２２億円

ぐらいです。終わったということではなく、できない部分を明許繰越で繰越し、今

度の分は今度の分という中でやっているということです。この災害復旧に関しては

町民の皆さんに不便をかけかけないように、一日でも早い復興・復旧をやっていき

たいと思っておりますので、御協力方をお願いしたいと思っております。以上です。 
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【８番　甲斐　秀徳】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　８番、甲斐　秀徳　議員。 

 

【８番　甲斐　秀徳】 

　当初の地方交付税と特別交付税が、増額の可能性もあり得るということで、それ

は、１つの一般会計に組み込み使用していくんだろうと思います。それはある程度、

あるというような話だったので、それでいいと思います。  
　それからもう１つ、今年の災害復旧費が減額なりました。他の農林業費それから

土木費、商工費が増額になっており、昨年と比べれば非常にいいことではないかな

と思っております。  
　また、教育費が若干、減ってるというところが気になるところであります。去年

同様に災害がまだ終わってないところもありますので、しっかりやっていただきた

いなと思っております。以上で、質問を終わります。  
 
【議長　那須　富重】 

　これで、甲斐秀典議員の質問を終わります。  
　ほかに質疑はありませんか。  
 

（　「なし」との声あり　） 

 

　質疑なしと認めます。  
　これで総括質疑を終わります。  
　お諮りします。  
　議案第４号から議案第８号、議案第１２号から議案第１７号、議案第１９号、議

案第２０号、議案第２８号から議案第３５号までの２１件について、議長を除く９

名の委員をもって構成する令和７年度予算等審査特別委員会を設置し、会議規則第

３９条の規定により、お手元に配付しております議案付託表のとおり、これに付託

の上、審議したいと思います。  
　これに御異議ございませんか。  
 

（　「異議なし」との声あり　） 

 

　異議なしと認めます。  
　議案第４号から議案第８号、議案第１２号から議案第１７号、議案第１９号、議

案第２０号、議案第２８号から議案第３５号までの２１件について、議長を除く９

名の委員をもって構成する令和７年度予算等審査特別委員会を設置し、お手元に配

付しております議案付託表のとおりこれに付託の上、審議することに決定しました。 
　１時間たちましたが、大丈夫ですか。  
　では取りあえず、１０分間の休憩とします。  
　おそろい次第、再開といたします。  
 

（休憩：午前１１時０３分から１０分間） 
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（再開：午前１１時０９分） 

【議長　那須　富重】 

　休憩以前に引き続き、会議を開きます。  
特別委員の選任を行います。  

　お諮りします。  
　特別委員の選任については、委員会条例第８条第１項の規定によって、お手元に

配付しました名簿のとおり指名したいと思います。  
　これに御異議ございませんか。  
 

（　「異議なし」との声あり　） 

 

　異議なしと認めます。  
　したがいまして、特別委員はお手元に配付しました名簿のとおり選任することに

決定しました。  
　ここで、委員長及び副委員長の報告を行います。  
　令和７年度予算等審査特別委員会の正・副委員長については、申合せ事項及び議

会運営委員会決定事項のとおり、委員長に副議長の川村　義幸議員、副委員長に総

務厚生常任委員会委員長　山本　文男議員。  
　以上のとおりであります。よろしくお願いいたします。  
　なお、特別委員長及び副委員長の任期は、今定例会の会期中とします。  
　お諮りします。  
　ここでお手元に配付しておりますとおり、議案第３６号　工事請負契約の締結に

ついてが提出されました。  
　これを日程に追加し、追加議事日程第３の追加１として議題にしたいと思います。 
　これに御異議ありませんか。  
 

（　「異議なし」との声あり　） 

 

　異議なしと認めます。  
　したがいまして、議案第３６号の１件を追加議事日程第３の追加１として議題す

るとすることに決定しました。  
　追加日程を議題とします。  
　追加日程第１　議案第３６号　工事請負契約の締結についてを議題とします。  
　本案について、町長より提案理由の説明を求めます。  
 
【町長　田中　秀俊】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　それでは、議案第３６号　工事請負契約の締結についての提案理由を申し上げま

す。  
　この契約は令和６年度４年災公共土木施設災害復旧事業第１２３号（２工区―２
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号）２級町道山瀬橋・長崎線道路災害復旧工事であります。  
　去る３月４日、県内Ａクラスの６業者により指名競争入札を行った結果、議案書

のとおり、株式会社　三郎建設　代表取締役　黒木文也と１億１，０００万円で工

事請負契約を締結するものであります。  
　工事につきましては、崩壊したと路側部の安定を図るため、軽量盛土工、舗装工

を施工し復旧することとしております。  
　以上、今回、発注いたしました工事につきましては、予定価格が５，０００万円

以上でありますので、地方自治法第９６条第１項第５号及び美郷町議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規定により、議会の議

決を求めるものであります。  
　以上で、説明を終わります。  
 
【議長　那須　富重】 

　町長の提案理由の説明が終わりました。  
　これから質疑を行います。  
　質疑を許します。  
　質疑はありませんか。  
 

（　「なし」との声あり　） 

 

　質疑なしと認め、これで質疑を終わります。  
　これから討論を行います。  
　討論はありませんか。  
 

（　「なし」との声あり　） 

 

　討論なしと認め、これで討論を終わります。  
　これから議案第３６号の採決を行います。  
　この採決は起立によって行います。  
　本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  
 

（　起立全員　）  
 

　起立全員であります。  
　したがいまして、議案第３６号は原案のとおり可決されました。  
　以上で、本日の日程は全部終了しました。  
　３月１８日までは委員会審査となります。  
　明日３月１１日は午前９時半からの会議となりますので、時間をお間違えないよ

うにお願いいたします。  
　本日はこれにて散会いたします。 

 
【事務局長　沖田　修一】  
　「一同・起立・礼」・・・お疲れさまでした・・・。  
 

（散会：午前１１時１３分） 
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